
新 潟 県 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 登 録 制 度 実 施 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 新 潟 県 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 費 補 助 金 交 付 要

綱 （ 平 成 １ ８ 年 ３ 月 告 示 第 ５ ０ 号 ） 第 ２ 条 及 び 新 潟 県 柏 崎 市 木 造 住

宅 耐 震 改 修 費 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 １ ９ 年 ３ 月 告 示 第 ４ ０ 号 ） 第 ２

条 の 規 定 に 基 づ き 、 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 （ 以 下 「 診 断 士 」 と

い う 。） の 登 録 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 登 録 資 格 ）  

第 ２ 条  診 断 士 の 登 録 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ

に も 該 当 す る 者 と す る 。  

⑴  建 築 士 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ ２ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 建 築 士  

⑵  新 潟 県 が 主 催 す る 木 造 住 宅 耐 震 診 断 講 習 会 又 は 一 般 社 団 法 人 新

潟 県 建 築 士 事 務 所 協 会 若 し く は 一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 が

行 う 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 と 補 強 方 法 講 習 会 （ 以 下 「 講 習 会 等 」 と

い う 。） を 受 講 し 、 修 了 証 の 交 付 を 受 け た 者  

（ 登 録 の 申 請 ）  

第 ３ 条  診 断 士 の 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震 診

断 士 名 簿 登 録 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  建 築 士 の 免 許 証 の 写 し  

⑵  講 習 会 等 の 修 了 証 の 写 し 又 は 新 潟 県 木 造 住 宅 耐 震 診 断 講 習 会 受

講 証 明 書  

⑶  建 築 士 法 第 ２ ３ 条 の ６ に 規 定 す る 設 計 等 の 業 務 に 関 す る 報 告 書

の 第 一 面 及 び 第 三 面 の 写 し  

⑷  写 真 ２ 枚 （ 申 請 前 ６ 月 以 内 に 撮 影 し た 正 面 、 上 半 身 、 無 帽 及 び

無 背 景 の も の で あ っ て 、 縦 ３ セ ン チ メ ー ト ル 及 び 横 ２ ． ４ セ ン チ

メ ー ト ル の も の ）  

⑸  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 登 録 証 の 交 付 等 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 内 容 を

審 査 し 、 適 当 で あ る と 認 め る と き は 、 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 名



簿 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）（ 以 下 「 診 断 士 名 簿 」 と い う 。） に 登 録 し て 診

断 士 名 簿 を 作 成 す る と と も に 、 申 請 者 に 対 し 、 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震

診 断 士 登 録 証 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）（ 以 下 「 登 録 証 」 と い う 。） を 交 付

す る も の と す る 。  

２  診 断 士 は 、 登 録 証 を 毀 損 又 は 亡 失 し た 場 合 は 、 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐

震 診 断 士 登 録 証 再 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）（ 以 下 「 再 交 付 申

請 書 」 と い う 。） を 市 長 に 提 出 し 、 登 録 証 の 再 交 付 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 登 録 証 を 毀 損 し た こ と に よ り 登 録 証

の 再 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 再 交 付 申 請 書 に そ の 毀 損 し た 登

録 証 を 添 え て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  登 録 証 の 有 効 期 限 は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 と し 、 次 条 に 定 め る と

こ ろ に よ り 、 こ れ を 更 新 で き る も の と す る 。  

４  有 効 期 限 の 過 ぎ た 登 録 証 は 、 速 や か に 市 長 に 返 還 し な け れ ば な ら

な い 。  

５  市 長 は 、 診 断 士 名 簿 を 市 民 の 閲 覧 及 び 市 の ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載

そ の 他 の 方 法 に よ り 公 開 す る こ と が で き る 。  

（ 登 録 の 更 新 ）  

第 ５ 条  診 断 士 は 、 登 録 証 の 有 効 期 限 を 更 新 す る 場 合 は 、 当 該 有 効 期

限 の ３ 月 前 か ら 当 該 有 効 期 限 ま で の 間 に 、 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断

士 名 簿 登 録 更 新 申 請 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ）（ 以 下 「 更 新 申 請 書 」 と

い う 。） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

⑴  写 真 ２ 枚 （ 更 新 申 請 前 ６ 月 以 内 に 撮 影 し た 正 面 、 上 半 身 、 無 帽

及 び 無 背 景 の も の で あ っ て 、 縦 ３ セ ン チ メ ー ト ル 及 び 横 ２ ． ４ セ

ン チ メ ー ト ル の も の ）  

⑵  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 認 め る 書 類  

２  市 長 は 、 更 新 申 請 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に 第 ４ 条 第 １

項 に 規 定 す る 登 録 を 更 新 し 、 新 た な 登 録 証 を 交 付 す る も の と す る 。 

（ 診 断 士 の 責 務 ）  

第 ６ 条  診 断 士 の 登 録 を 受 け た 者 は 、 次 に 掲 げ る 責 務 を 全 て 遵 守 し な

け れ ば な ら な い 。  

⑴  新 潟 県 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 費 補 助 金 交 付 要 綱 及 び 新 潟 県

柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震 改 修 費 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ く 業 務 （ 以 下



「 要 綱 に 基 づ く 業 務 」 と い う 。） を 行 う に 当 た り 知 り 得 た 秘 密 に

つ い て 、 第 三 者 に 漏 ら し て は な ら な い 。  

⑵  本 市 の 診 断 士 の 名 称 を 使 っ て の 不 当 な 勧 誘 及 び 要 綱 に 基 づ く 業

務 以 外 の 業 務 を 行 っ て は な ら な い 。  

⑶  診 断 士 で あ る こ と を 自 覚 し 、 謙 虚 に 誠 意 を も っ て 対 応 し 、 市 民

が 安 心 し て 依 頼 で き る よ う 責 任 を 持 っ て 業 務 を 履 行 し な け れ ば な

ら な い 。  

⑷  耐 震 診 断 及 び 耐 震 改 修 に つ い て 必 要 な 知 識 及 び 技 能 の 維 持 向

上 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

⑸  診 断 士 は 、 要 綱 に 基 づ く 業 務 を 行 う 際 は 登 録 証 を 携 帯 し 、 関 係

人 の 請 求 が あ っ た と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 登 録 事 項 の 変 更 ）  

第 ７ 条  診 断 士 は 、 申 請 事 項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 速 や か に 柏 崎 市

木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 登 録 事 項 変 更 届 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ） を 市 長 に 提

出 す る も の と す る 。  

（ 登 録 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 診 断 士 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 登

録 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  診 断 士 の 要 件 を 満 た さ な く な っ た 場 合  

⑵  第 ６ 条 の 責 務 に 反 し 、 市 長 が 登 録 を 行 う こ と が 不 適 当 と 認 め る

場 合  

⑶  建 築 士 法 そ の 他 の 法 令 に 違 反 し た 場 合  

⑷  死 亡 又 は 失 踪 宣 告 を 受 け た 場 合  

⑸  自 己 の 都 合 に よ り 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 登 録 取 消 届 （ 別 記

第 ７ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し た 場 合  

⑹  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 場 合  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 取 り 消 し た と き は 、 当 該 診 断 士

（ 死 亡 し た と き は 、 そ の 相 続 人 ） に 柏 崎 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 登 録

取 消 通 知 書 （ 別 紙 第 ８ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る と と も に 、 登 録 証 を

返 納 さ せ 、 診 断 士 名 簿 か ら 抹 消 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ９ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め



る 。  

  附  則  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

２  第 ３ 条 に 規 定 す る 登 録 の 申 請 は 、 こ の 要 領 の 実 施 前 に お い て も 行

わ せ る こ と が で き る 。  


